
JIIMA規格 JIIMA 

16mmマイクロフィルムのドキュメント Z 6003-1979 

マーク (ブリップ)

Documenl: Mark (Blip) Recorded on 1 6 mm Microfilm 

1. 適用範囲 この規格は， 16mm"7イクロフィノレムの画像検索システムに用いるドキュメントマーク〈ブリップ)に

ついて規定する。このフィノレムの縮率は， 1: 20から 1: 50までの範囲とする。

2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は，次のとおりとする(付図1参照〉。

(1) ドキ ュメント マーク (documentmark) ローノレ7 イクロフィノレムの画像より下部に設けた長方形の光学読

取り 7 ークであり，自動的に画像を数えるのに用いる。

(2) ブリ ップ(blip) ドキュ j ントマークと同義語。

(3) ドキュメントマークチ ャネル (documentmark channel) フィノレム下辺の縁と薗像下辺の端との問にドキュ

メント 7 ークを入れるために設けられた部分。

(4) 画像機 (imagearea) 函像を撮影するために使用し得る範囲。

3. ドキュメントマークの位置

3.1 ドキュメントマークは， 16mmマイクロフィ Jレム上の函像を正像にし，付図1の向きに見て画像域より下部

に設けるドキュメントマークチャネノレ内にあるものとする。ドキュメントマークチャネノレの最小幅は，フィルム下

辺の縁から 2.16mmとする〈付図2参照)。

3.2 ドキュメント 7 ークは，その先端が函像の先端から画像の中心線までの聞に位置するものとする(付図2参

照)。

3.3 連続するドキュメント 7 ーク間の内側1]の間隔は，次のとおりとする。

(1) 縮率 1:20から 1:35までの範囲の場合， 0.99rnm以上(付図3参照〉。

(2) 給率 1:35から 1:50までの範囲の場合， 0.69mm以上(付図4参照〉。

3.4 画像の先端からドキュメントマークの先端までの距離及びドキュメント 7 ークの寸法は，同一フィノレム内

では一定とする。その許容誤差範囲は，土 0.13mmとする。

4. ドキュメン卜マークの寸法

4. 1 縮率 1:20から 1: 35までの範囲のトキュメント 7 ークの寸法は，次のとおりとする〈付図3参照)。

(1) 同ュ j ント 7 ークの長さは， 0.99mm以上とし，画像の長さ (L)の÷以下とする。

(2) ドキュメント 7 ークの幅は， 1.14mm以上とし，画像に近L、ドキュメントマーク上辺の縁は，フィノレム下

辺の縁から1.88mm以上， 2.16mm以下にあるものとする。

4.2 縮率 1: 35から 1: 50までの範囲のドキュメントマークのす法は，次のとおりとする(付図4参照〉。

(1) ドキュメントマークの長さは， 0.69mm以上とし，画像の長さ (L)のす以下とする。

(2) ドキュメントマークの隔は，4.1 (2)に準じる。

4.3 測定基準 ドキュメントマークの寸法及び連続するドキュメント 7 ーク聞の内側の間隔は，それが不透明

区域の場合， 平均濃度が 5.に規定する最低濃度を超える区域の長さを混II定し，それが透明区域の場合，平均濃度が 5.

に規定する最高濃度より小さい区域の長さを測定する(付図5参照〉。測定器は，マ イクロデンシトメータを用いる。

引用規格:JIS K 7605 写真濃度の測定方法
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Z 6003-1979 

5. ドキュ メン トマークの温度

5. 1 ドキュメントマー ク及びドキュメント 7 ークに隣接する官官分の透過濃度は， 下記に示す条件を満足するも

のとする。濃度の測定方法は， 5.2の規定による。

フィルムの種類 |不透明聞の最低濃度 | 透明区織の最高館

コプ銀 I 0: トづi
ベシキ a ラー I 1. 4 I 0.25 

5.2 ドキ ュメン 卜マークの温度測定方法

(1) ハロゲン化銀フィノレム及びジアゾフィ Jレムの場合，JlS K 7605 (写真濃度の測定方法〉による。

(2) ベシキュラーフィ ノレムの場合， レンズの口径比が 1:4.5の光学系を持つ投射型濃度計を用いて測定する。
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Z 6003-1979 

付図 1
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ドキュメ ントマークの位置
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付図 2

終

ドキュメン トマークの寸法 (縮率 1:20から 1・35までの範囲〉

-260-

付図 3

始



Z 6003-1979 

付図 4 ドキュメントマークの寸法(縮率 1:35から 1: 50までの範囲〕

虫色 I I I L L J I I ¥ 終

付図 5 寸法測定
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備 考 最低渡度及び綾高濃度は， 5.1で規定する濃度値とする。
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JIIMA Z 6003-1979 

16mmマイクロフィルムのドキュメント

マーク(ブリップ) 解説

まえがき(規格化の理由といきさつ〉

連続する多数のページにわたる文書，各々に独立した文書などが大量にまとまった情報をマイクロフィノレム化する

場合，収容能力が大きくコスト的にも廉価なローJレ7 イクロフィノレムの形態が是も多く利用されている。このロールフ

ィノレムから必要な情報を探し出す方法として，フィノレムの長さを測るオドメ ー夕方式，連続したフレーム番号を被写体

と同時に撮影する方式，画像と画像の間にラインを入れるコードライン方式，光学的にマークを読み取って必要な情報

を検索するドキュメント 7 ーク方式，ノミイナリコード方式，バーコード方式などが用いられている。

これらの検索方式の中で7'イクロ出版等にも利用され，普及率が高く，かつフィルムと機器の両面から規格の必要

性が要望されているものは，トキュメントマーク方式である。この規格は昭和 52年工業技術院から(16mm7'イクロフ

ィルムのドキュメントマーク〉の原案作成の委託を受けて，社団法人日本ドクメンテーション協会と，社団法人日本7

イクロ写真協会が協力し，規格原案を作成したものを， 日本工業標準調査会7 イクロフィッシュ専門委員会で審議した

ものである。

参考規格 現在トキュメン卜 7 ークに関する規格は，米国規格協会/米国7 イクロ写真協会 (ANSI/NMA)によって

作られた 1974年版L 米軍仕様書 (MIL)であるが， 両者は本質的に同じ規格である。 JIS原案作成に当たっては，

ANSI!NMA (PH 5.20-1974/MS 8-1974・)を参考とした。 (AMSI/NMAPH 5.20-1976規格は現在改正中であ

る。)

・ Document Mark (Blip) Used in Image Retrieval System 

ドキュメントマークチャネJL- ロールフィルムのトキュメントマークは，本体付図のように正像の状態で画像より

下部に設けられるチャネノレが利用されている。このチャネノレを一般にAチャネノレ，反対仮IJをBチャネJレと呼んでいる。

従来は， このAチャ不Jレの利用が大半であったが， 7'イクロフィノレムの検索が多様化して， Bチャネノレの利用も考慮し

なければならなくなった。既に特許公報などのマイクロ出版等では， A， B両チャネノレの併用によって，検索をより効

率的に行うことも行われている。

また，コンピュータと結合した函像情報としての動的な利用も年々増加している点などから，単一的にドキュメント

7 ークをカウントして画像を検索する方法だけでなく，南チャネノレの利用による検索方法が今後数多く考えられ，実用

化しているケースもある。 ANSIPH 5.3-1978*'でも，ソフトウェアとしての荷チャネルの利用を示唆しており，将来

の改正時点で規格化することを考えている。

'*16mm and 35mm Silver Gelatin Microfilm for RolI Application， Specification for 

しかし，現在では，ソフトウェアに対応できるノ、ー卜ウ ェアがわずかであり，参考にした ANSI!NMA-1974でも未

だAチャネノレに限定している。本規格は，フィルム上の情報の検索方式として最も一般的に普及しているAチャネルに

ついてのみ規定した。

ドキュメン卜マークの寸法 ドキュメント 7 ークチャネノレと同様に，検索を効率的に行う方法として，マークの長

さを変えることにより，ファイノレ検索といった一件ごとの検索や項目ごとの高速検索などのソフトウェアが開発された

実例もある。

しかしながら，チャネノレの例と同 じく，この種の関連規格がなく，十分な検討の積み重ねもないため，本規格では統

ーした基本的な7 ークの寸法のみ規定した。

本文の解脱

3. 1 “正像"とは，マイクロフィルム上の函像の向きを表す用語として用いている。すなわち，フィルム上の文字を
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Z 6003-1979解説

目で見た時，読むことのできる表裏の向きを表したもので，像の回転による向きは定めていなL、。

例:正財宝阿

これに対し， JIS Z 8120 (光学用語)B 19に定める“正立像"は， 像の回転による向きも定めている用語で， 区別

することができる。

“正像"の規定によ り， 付図1の画像記列のままでも，倒立させた正像にすることにより， JIS B 7187-1960 (7イ

クロフィルム撮影方法〕及び JISB 7188-1960 (7イクロフィルムのりーノレへの巻き方)に規定する右寄き文書のフ

ィルムにも適用することができる。ただし，画像の配列及びリ ールへの巻き方は， JIS B 7187及び JISB 7188 

によらなければならない。
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